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≪施設概要≫

中古バスの販売展示場である。世界各地からのお客様をお迎えするにふさわしい空間、周辺の景観形成を
誘導するようなインパクトのある施設としたいとのニーズに答えるべく、竹林・展示エリア・商談エリアを
川の字に配置する新しいショールームの形を提案した。風にゆらぐ竹林と78ｍに及ぶ軽やかな屋根の姿は、
ロードサイドの美しいショーケースとして雑然とした既存の景観に清涼感を与え、構造体を生かしたシンプ
ルな構成や、素材の選定・ディティールに至る細やかな配慮が、日本らしい心遣いを醸し出し、企業の信頼
感へとつながることを試みた。

：株式会社リマニットモータリー
：岡山市南区藤田
：株式会社竹中工務店広島一級建築士事務所
：株式会社竹中工務店広島支店
：2016年9月～2017年5月
：RC+Ｓ造 /１階建て
：5,761.73㎡
：1,610.75㎡
：意匠/小松幸雄　構造/土井 尚　設備/横山輝明

発 注 者
所 在 地
設計監理
施 工 者
工 期
構造規模
敷地面積
延床面積
設計担当

大胆な配置構成で景観を創造する新しい形のショールーム：リマニット・モータリー藤田展示場

今月の表紙



■行政ニュース
 2……「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」について
 6……「建築設計業務委託の進め方 － 適切に設計者選定を行うためのマニュアル」の公表について

■協会のうごき
 8……月間行事
10……平成30年度定時総会
12……委員会報告 平成30年度定時総会・付随行事・懇親会を終えて
18……委員会報告 穴吹デザイン専門学校「卒業制作講評会」を取材して
22……委員会報告 建築士事務所の働き方改革セミナーを終えて
23……委員会報告 第８回カープ応援交流会を終えて

■お知らせ
24……クマリフト㈱企業見学ツアー実施案内
26……ジブリの大博覧会
28……建築士事務所のための法律相談窓口

■賛助会員コーナー
30……文化施設等の耐震天井セミナー

■リレーエッセイ
32……私のお気に入り　西山満規

36……会員動静
36……岡田理事　藍綬褒章受章
37……編集後記　中崎隆之

・目　次・

（一社）広島県建築士事務所協会 2018年７月号 No.432

■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　咲初小藤　さきそめこふじ
　�ほんのりときみほころびて夏近し…紫露草のうす
紫。きらきらと夏の光の中で、緑の中で。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



 

事 務 連 絡 
平 成 ３ ０ 年 ５ 月 １ ８ 日 

 
建築関係団体の長 殿 

 
 

国土交通省住宅局建築指導課長 
 
 
 

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」について 
 
 

平素より建築行政の推進にご協力いただき感謝申し上げます。 
熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らない場合であっても、構

造体の部分的な損傷、非構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった庁舎等の事例

が見られました。 
大地震時に防災拠点等となる建築物（庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」という。）

については、大地震時の安全性確保に加え、地震後の機能継続が求められます。 
このため、国土交通省では防災拠点建築物について大地震時の機能継続を確保するために配慮す

べき事項について昨年７月より検討委員会を設置して検討を行い、今般、建築主、設計者及び管理

者の参考となるガイドライン及び参考指針集・事例集等を別添のとおりとりまとめましたので、今

後の業務の参考としてご活用頂ければと存じます。 
今後、本ガイドラインに関する説明会等の実施を検討しており、実施にあたっては改めてお知ら

せいたします。 
  
 
別添 
（１）防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（概要） 
（２）防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（本体） 
（３）付録① 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラインに関連する既往指針等の概要 
（４）付録② 防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集 
 
※検討委員会の開催経緯等については下記の国土交通省 HP に掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html 
 

（担当） 
国土交通省 住宅局 建築指導課 建築物防災対策室 松本・青木・德竹 

  電話：03-5253-8111（内線 39532、39536、39537）／03-5253-8514（夜間直通） 
  FAX ：03-5253-1630 
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平 成 3 0 年 5 月 1 8 日 

住 宅 局 建 築 指 導 課 
 

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」をとりまとめました 
～ガイドライン及び参考指針集・事例集を作成し、地方公共団体や建築関係団体等に周知～ 

 
 

国土交通省では、庁舎、避難所、病院など、大地震時に防災拠点等となる建築物につい

て、大地震時の安全性確保に加えて機能継続を確保するため、企画・設計・管理の各段階

において参考となる事項を記載したガイドラインをとりまとめました。 

今後、大地震時に防災拠点建築物の機能継続を図る地方公共団体や建築関係団体等に

対し、説明会の開催等により周知してまいります。 
 
 
 
１．概要 

熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らないまでも、構造

体の部分的な損傷、非構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった事例が

見られました。 

大地震時に防災拠点等となる建築物（庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」と

いう。）については、大地震時の安全性確保に加え、地震後も機能を継続できるよう、より

高い性能が求められると考えられます。 

このため、国土交通省では、昨年７月に検討委員会を設置し、防災拠点建築物について大

地震時の機能継続を図るにあたり必要となる事項について検討を行い、今般、建築主、設計

者及び管理者の参考となる事項をガイドラインとしてとりまとめました。 

本ガイドラインについては、大地震時に防災拠点建築物の機能継続を図る地方公共団体

や建築関係団体等へ本日付で通知しており、今後、説明会の開催等により周知してまいり

ます。 

 

２．「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」の主な構成 

ガイドライン本文・

解説 

・防災拠点建築物の機能継続を図るにあたり、企画・設計・管理

の各段階において参考となる基本的な事項を示す。 

付録① 参考となる

既往の指針等 

・防災拠点建築物の実際の企画・設計・管理を行うにあたり参考

となる既往の指針等を紹介。 
※構造体、非構造部材、建築設備、ソフト対策（備蓄・訓練・被災後の点

検等）の分野ごとに掲載。 

付録② 参考事例集

（参考となるプロジ

ェクト・要素技術） 

・近年の大地震以降に計画・建築された庁舎、避難所、病院等の

建築物で、防災拠点としての機能継続に配慮されている例（プロ

ジェクト）を紹介。 

・併せて、個別の建築設備やシステム等の要素技術で、建築物の

機能継続に有用と考えられるものを体系的に整理して紹介。 
 

※ガイドライン本文・解説及び付録、検討会の開催状況については下記の国土交通省 HPに

掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html 

【問い合わせ先】 
国土交通省 住宅局 建築指導課 松本・德竹  

    電話：03-5253-8111（内線 39532、39537）／03-5253-8514（夜間直通） 

    FAX ：03-5253-1630 
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防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラインについて

熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らないまでも、構造体の部分的な損傷、非
構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった事例が見られた。
大地震時に防災拠点等となる建築物（庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」）については、大地震時
の安全性確保に加え、地震後も機能を継続できるよう、より高い性能が求められると考えられる。
このため、防災拠点建築物について、機能継続を図るにあたり参考となる事項を記載したガイドラインをとりまとめ、
周知する。 ※ 一般の共同住宅やオフィス等も、本ガイドラインを参考にして大地震後の居住継続、機能継続を図ることが考えられる。

施設 状況

役場・役所等の
庁舎

大津町、益城町、宇土市、人吉市、八代市の庁舎において、庁舎の損傷・倒壊等のため外部に機能を移転。※１

避難所
益城町で避難所指定された建築物は、新耐震基準又は耐震改修済のものであったが、非構造部材や構造部材
の損傷・落下等により、 避難所としての使用を検討した14棟のうち６棟が使用不可能であった。※2

病院 病棟の損壊等により、１２病院で入院診療を制限した。※３

※１ 総務省 熊本地震被害報より ／ ※２ 国土交通省調べ ／ ※３ 厚生労働省 熊本地震被害報より

庁舎における構造部材の損傷 病院における天井の損傷体育館における天井の損傷

＜熊本地震において機能継続に支障が生じた防災拠点建築物＞

1

ガイドラインの目的と構成

防災拠点建築物について、大地震時における機能継続を図るにあたり、建築主による機能継続に係る目標水準
の設定及び設計者・管理者が行う設計・管理に際して、参考となる基本的な事項や既往の指針、事例等を示す。

ガイドライン本文・解説

付録① 参考となる既往
の指針等

付録② 参考事例集
（参考となるプロジェクト・

要素技術）

• ガイドラインの本体。
• 防災拠点建築物の機能継続を図るにあたり、企画・設計・管理の各段階において参考と
なる基本的な事項を示す。

• 防災拠点建築物の企画・設計・管理を行うにあたり、参考となる既往の指針等を紹介。

※構造体、非構造部材、建築設備、ソフト対策（備蓄・訓練・被災後の点検等）の分野ごとに掲載。

※実際の設計は、法令に準拠するとともに、本ガイドラインにおける基本的な考え方を踏まえ、個々の既往指針や事例を参考にする
ことが考えられる。

ガイドラインの目的

本ガイドラインは、ガイドライン本文・解説及び付録①参考となる既往の指針等、付録②参考となるプロジェクト・要
素技術を掲載した事例集により構成。

ガイドラインの構成

• 近年建築された庁舎、避難所、病院等の建築物で、防災拠点としての機能継続に配慮さ
れている例（プロジェクト）を紹介。

• 併せて、個別の建築設備やシステム等の要素技術についても、建築物の機能継続に有
用と考えられるものを体系的に整理して紹介。

2
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ガイドライン本文・解説の主な内容①

目次 主な内容

１. ガイドラインの目的 • ガイドラインの趣旨・目的について。

２. 活用が想定される建築物 • 庁舎、避難所、病院等を想定。（施設によっては設備の稼働が機能継続上不可欠なことに留意）

３．関係者の役割 • 建築主は、防災拠点として必要な具体的機能について、設計者や管理者に的確に伝える。
• 設計者は、本ガイドラインや各種指針、既往事例等を踏まえて設計を行う。設計を統括する立場の
者は、構造体、非構造部材、建築設備等の設計全体を俯瞰し、共通の条件の下一貫した設計が行
われるよう、適切に業務を管理。

• 管理者は、本ガイドラインや各種の既往指針等を踏まえて、日常の管理、大地震時の点検・復旧を
行う。

４．機能継続に係る目標 • 建築主は、地域防災計画や組織のＢＣＰに基づき、機能継続の目標を自ら定める。
• 設計者は、機能継続の目標を実現するため、大地震時における構造体、非構造部材、建築設備の
状態について目標水準を設定。（例：建築基準法の1.25倍、1.5倍の構造耐力を確保 等）

また、災害・復旧シナリオを踏まえ、時間軸に沿った機能継続の目標を設定。（例：ライフライン途絶後72時
間の自立を確保 等）

• 建築基準法で想定する極めて稀に発生する地震動を標準としつつ、より大きな地震動を想定するこ
とも可能。

５．立地計画 • 大地震及び大地震により引き起こされる災害を想定し、リスクの低い場所を選定。

６．建築計画 • 機能継続のために必要な規模の室、設備等を確保し、対策を講じる。
• 緊急対応を行う活動拠点室等は、エレベーター停止の際のアクセスや浸水可能性も考慮した上で
機能継続上の影響ができるだけ小さい階に配置。

• 避難所として高齢者、障害者等の利用が想定される場合を含め、バリアフリーに配慮して計画。

ガイドラインの本文・解説では、防災拠点建築物の機能継続を図るにあたり、企画・設計・管理の各段階において
参考となる基本的な事項を示しており、機能継続に係る目標水準の設定や、構造計画（構造体・非構造部材の
耐震設計）、設備計画（設備の耐震設計、ライフライン途絶対策）を中心に記載。

3

ガイドライン本文・解説の主な内容②

目次 主な内容

７．構造計画 7.1 構造体
の耐震設計

• 大地震により、目標とする水準の機能継続に支障となる損傷を防止する。
• 構造体の変形をできるだけ抑えるため、構造体の変形量等を用いて検証。
• 構造計算で直接想定しない事象に対しても一定の安全性を確保するため、余力の確保を考慮。
• 基礎について、機能継続上支障となる損傷、沈下、傾斜を生じさせない。

7.2 非構造
部材の耐震
設計

• 大地震時の人命の安全及び二次災害の防止に加え、大きな補修をせず機能継続できるよう設計。
• 大地震時に機能継続を図ることが必要な部位（室および当該室に至る経路）を特定。
• 大地震時の構造体の変形に追従するとともに、地震力等に対し必要な安全性及び機能継続性を確
保。また、力の集中や共振を考慮して、余裕を確保。

８．設備計画 8.1 建築設
備の耐震設
計

• 大地震時の人命の安全及び二次災害の防止に加え、大きな補修をせず機能継続できるよう設計。
• 大地震時に機能継続を図ることが必要な部位を特定し、設備システム全体を俯瞰して対策。
• 大地震時の構造体の変形に追従するとともに、地震力等に対し必要な安全性及び機能継続性を確
保。また、力の集中や共振を考慮して、余裕を確保。

8.2 ライフラ
インの途絶
対策

• 対象建築物のライフライン（電力、ガス、上下水道等）の途絶時における機能継続、円滑な復旧を実
現するため、エネルギー源・水源の確保、仮設設備・補給への対応性の向上等の対策を講ずる。

• 想定を超えた場合にもある程度対応できるよう、システムの並列冗長化・分散化を基本とする。また、
一部の不具合が全体の機能喪失に波及しにくい構成や、代替設備の導入が容易な構成とする。

９．平時からの準備

• 大地震時における建築物各部の点検及び継続使用の可否を判定するための手順を明確化し、使用
者等に周知する。

• 大地震時の設備の停止やライフラインの途絶に備えて、適切な備蓄を行う。
• 大地震時にライフラインが途絶した場合における、代替設備の運転、仮設電源・水源等の接続等の
手順を明確化し使用者等に周知する。

4
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平成 30年 6月 1日 
 
単 位 会 会 長  殿 
 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 
                          会 長  佐 野  吉 彦 
 

「建築設計業務委託の進め方－適切に設計者選定を行うためのマニュアル」の 
公表について 

 
平素より本会の事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
公共建築工事の設計業務委託につきましては、透明性・公平性を確保した上で、それぞれ

の工事に最も適した設計者を選定することが求められていますが、今般これを踏まえ、全国

営繕主管課長会議（国土交通省、都道府県及び政令市で構成）において、適切な設計者選定

を行うための解説書「建築設計業務委託の進め方」（平成 30 年 5 月）を作成し、公表しま
したのでお知らせいたします。 
全国の公共建築工事の発注者が設計者選定を行う際のマニュアルとして活用できるよう、

業務委託の流れに沿って解説しています。 
本マニュアルにつきましては、設計三会（日事連、士会連、JIA）の意見も反映されてお
り、「設計者選定方式別の解説」においては、プロポーザル方式ついて重点的に解説されて

います。 
このようなマニュアルが公表された旨、貴会におかれましても、ご周知いただければと存

じますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願いいたします。 
詳しい内容につきましては、下記のホームページよりご確認くださいますようお願いい

たします。 
 

記 
 
●公表ホームページアドレス（国土交通省ホームページ） 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/susumekata.html 

 

 ●公表内容 

  （１）建築設計業務委託の進め方（概要） 

  （２）建築設計業務委託の進め方（本文） 

  （３）別冊書式集  

  

     ＊（２）と（３）につきましては容量が大きいため、ダウンロードの際にはご注意

ください。 

 

以上 
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作成の背景と目的

主な内容

建築設計業務委託の進め方（概要）
ー 適切に設計者選定を行うためのマニュアル ー

○公共建築工事の設計業務委託においては、透明性・公平性を確保した上で、それぞれの工事に最も適した設計者を選定する
必要がある。この点について「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申（平成29年1月29日 社会資本整備審議会）に公共
建築工事の発注者の役割の一つとして改めて明記された。

○これを踏まえ、全国営繕主管課長会議（国土交通省、都道府県及び政令市で構成）において、適切な設計者選定を行うための解説
書「建築設計業務委託の進め方」（平成30年5月）を作成。

○全国の公共建築工事の発注者が設計者選定を行う際のマニュアルとして活用できるよう、業務委託の流れに沿って解説。

①設計者選定の考え方

その他、建築設計業務委託の実施にあたり、引用して使用可能な書式等を「書式集」として整理。

【URL】 http://www.mlit.go.jp/gobuild/susumekata.html

設計者選定方式の種類と特徴、設計業務の内容に応
じた設計者選定方式の選択の考え方を明記

設計与条件（設計業務委託をする際に設計に必要と
なる条件）の設定、事前調査や設計業務に必要な期
間及び予算の確保の重要性を明記

設計者選定方式別に実施方法や留意事項等を明記

②設計者選定手続の前に行うこと

③設計者選定方式別の解説

○設計業務の内容に応じた適切な設計者選定方式の選択

プロポーザル方式 総合評価落札方式 価格競争方式

選定方式の特徴 技術提案書の評価が最も高
い者を設計者として選ぶ

入札額と技術提案との総合
評価により、最も評価点の高
い者を設計者として選ぶ

入札額が最小の
者を設計者として
選ぶ

【国土交通省官
庁営繕の場合】

建築設計業務等
の内容

○新築、増築等の設計
○大規模改修実施設計等

○小規模改修実施設計等

技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求され
る業務であって、提出され
た技術提案に基づいて仕
様を作成する方が優れた
成果を期待できる場合

事前に仕様を確定可能で
あるが、入札者の提示する
技術等によって、調達価格
の差異に比して、事業の成
果に相当程度の差異が生
ずる場合

入札参加要件
として一定の資
格・成績等を付
すことにより品
質を確保できる
場合

全国営繕主管課長会議

（プロポーザル方式における留意事項の例）
・選定及び特定 ・参加資格条件等
・技術提案を求める評価テーマ ・設計者選定委員会
・技術提案の表現
・設計業務委託料、工事費概算額の扱い 等

設計者の創造性、技術力、経験等を適正に審査の上、その設計業務の内容に最も適した
設計者を選定することが極めて重要。

○基本的な考え方

「③設計者選定方式別の解説」において
プロポーザル方式を重点的に解説

建築設計業務委託の進め方（概要）
ー 適切に設計者選定を行うためのマニュアル ー

「プロポーザル方式※」のポイント

評価テーマの設定例

・歴史的景観や周辺環境に配慮した、品格と親しみのある施設の整備の考え方

・隣接施設の利用に配慮し、機能的で安全な施設の設計において配慮すべき事項

・狭隘な敷地で既存施設を利用しながら建替えを行うにあたり配慮すべき事項

・○○地域の風土や立地の特性に配慮した環境負荷低減・LCC低減の考え方

○技術提案を求める評価テーマ
重点整備項目に関することを1～3テーマ程度設定。

○設計業務委託料、工事費概算額の取扱い

技術的に最適な者は価格によって評価できるものではないた
め、応募者に設計業務委託料の提出を求めて評価対象とする
ことは適当ではない。

技術提案を提出する際に工事費概算額を算出することは困難
であり、その見積を求めて評価対象とすることは適当ではない。

○技術提案の表現

プロポーザル方式は、具体的な設計案を選ぶものではない
ため、技術提案の表現の許容範囲を明確にするとともに、設計
案の提出を求めるものではないことを明記することが必要。

提出者に過大な負担をかけないように提出枚数を制限し、必
要以上の書類等の提出を求めないこととすることが必要。

○建設コンサルタント選定委員会

建築に関する専門的な知識及び経験を有
する者（内部職員や学識経験者等）を中心に構成。

必要に応じて、発注部局の職員のほかに、
事業部局の職員、設計内容に応じたまちづく
りや景観等の専門家を追加。

○参加資格条件等

○プロポーザル方式は、技術提案書の提出を求め、技術的に最適な者を設計者として選ぶもの。
〇国土交通省では、新築、増築等の設計や大規模改修実施設計等の場合に選択。

（*印の段階で審議）

【実施手順】

許容される表現の例

許容されない表現の例

■国土交通省官庁営繕における視覚的表現の許容範囲

参加資格条件等の設定*
参加資格条件、選定基準、特定基準等を決定。

手続開始の公示
参加者を広く募るために、手続を開始した旨を広く公示。

公示後速やかに、説明書の交付を開始。

技術提案書提出者の選定*
参加資格条件及び選定基準に基づき、参加表明書の
審査を行い、技術提案書の提出者を３～５者程度選定。

ヒアリング*
「業務実施方針及び手法」を評価するために

ヒアリングを実施。

技術提案書の評価・特定*
技術提案書を特定基準に基づき評価し、

技術的に最適な者を特定。

契約の締結

技術提案は文章での表現を原則とし、視覚的表現については文章を補完
するために必要最小限の範囲で認めている。

資格及び技術力 業務実施方針及び手法

参
加
資
格
条
件

・条件を満たさない者は失格

・優れた設計者を広く求める観点から
必要最低限のものとすることに留意

（設定しない）

選
定
基
準

・一定の資格及び技術力を有する場合
に加点評価

（設定しない）

特
定
基
準

・一定の資格及び技術力を有する場合
に加点評価

・業務の実施方針及び
評価テーマに対する
技術提案を総合的に
評価

選定 応募者の中から技術提案書の提出者（3～5者程度）を選ぶこと
特定 技術提案書を評価し、当該業務について技術的に最適な1者を

定めること

○選定及び特定

・管理技術者の資格
・同種又は類似業務実績
（同種・類似の別や携わった立場は不問）

・主任担当技術者の資格
・同種又は類似業務実績
（同種か類似か、携わった立場の別で評価）

・過去の業務の成績評価

・主任担当技術者の資格
・同種又は類似業務実績
（同種か類似か、携わった立場の別で評価）

・過去の業務の成績評価 ・CPD

（設計者選定委員会）

全国営繕主管課長会議

※建築設計業務委託の進め方「４ プロポーザル方式」においては、プロポーザル方式について、国土交通省の「建設コンサルタント業務等における
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」から実施手順を引用し、それに関して解説を加えている。
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＜月　間　行　事＞
� 平成30年6月1日～平成30年6月30日　
⃝6月1日　　（一社）日本建築構造技術者協会中国支部総会懇親会
　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島
� 河原専務理事・荒木建築物耐震診断等評価委員会委員長出席

⃝6月2日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝6月4日　　苦情相談業務

⃝6月5日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 113名出席
　　　　　　　「自由民主党建築設計議員連盟」総会　　於：自由民主党本部� 豊田政研会長出席

⃝6月6日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　　　於：広島県生活センター� 益本指導委員出席

⃝6月7日　　（一社）広島県設備設計事務所協会総会懇親会　　　　於：パルテ� 車田副会長出席

⃝6月13日　　情報・編集委員会

⃝6月15日　　住宅委員会

⃝6月18日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター� 28名出席

⃝6月21日　　三役会

⃝6月22日　　第2回ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会　　於：広島県庁� 大木主任出席

⃝6月26日　　第129回建築士事務所協会全国会長会議
　　　　　　　（一社）日本建築士事務所協会連合会第66回定時総会
　　　　　　　　　於：銀座東武ホテル� 衣笠会長出席
　　　　　　　日本建築士事務所政経研究会第50回通常総会
　　　　　　　　　於：銀座東武ホテル� 豊田政研会長・衣笠会長出席

⃝6月28日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　マンション計画修繕部会
　　　　　　　マンション計画修繕部会とマンション管理士との意見交換会

⃝6月29日　　広島県建築安全安心マネジメント推進協議会　　　　於：広島県庁� 大木主任出席

＜今後の行事予定＞
⃝7月2日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：みよしまちづくりセンター
⃝7月10日　　三役会・理事会
⃝7月18日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：建築サロン
⃝7月24日　　管理建築士講習
⃝7月27日　　第9回建築士事務所とつくるこだわりの建築展　　　於：紙屋町シャレオ
⃝8月20日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：三原シティホテル
⃝8月23日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所
⃝8月29日　　適合証明技術者講習　　　　　　　　於：広島商工会議所
⃝9月10日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター
⃝9月28日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所
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6

ホームページ http://www.bunka-s.co.jp/
本   社 〒113-8535 東京都文京区西片１丁目17-3 tel : 03-5844-7111
中四国支店 〒734-0013 広島県広島市南区出島2-4-49 tel : 082-256-6700

文化シヤッターにお任せください!!!2018年
度は広島県

の検査報
告受付

が始まり
ます。
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平成30年度定時総会

祝　　　　辞

広島県土木建築局都市建築技術審議官　友道　康仁
（代読　広島県土木建築局建築技術部長　　宮﨑昌二）

一般社団法人広島県建築士事務所協会の平成30年度定時総会が盛大に開催されますことを心よりお
祝い申し上げます。
一般社団法人広島県建築士事務所協会におかれましては、指定事務所登録機関として、建築士事務
所の登録・更新事務の実施や、建築物の適正な品質確保など、本県の建築行政の推進に格別の御理解
と御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
また、昨年には、広島県が推進している、地震による建築物の倒壊などの被害から県民の皆様を守
る取組に関しまして、大規模地震が発生したときに住民の避難や支援活動のための通り道となる「広
域緊急輸送道路」の機能を確保するため、そのような道路沿いの建築物の耐震化の促進について御協
力をいただくという協定を締結していただいたところでもあります。重ねてお礼を申し上げます。
さて、建築行政を取り巻く昨今の動向でございますが、建築基準法につきましては、「建築基準法の
一部を改正する法律案」が、本年３月6日に閣議決定され、４月11日に参議院において可決されて、
現在衆議院で審議されているところです。
これは、最近の大規模火災をめぐる状況などを踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築
ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請に対応して規制を見直すもので、成立す
れば、かなり大きな法改正となります。
なお、既存建築ストックの活用に関しましては、既存住宅の流通市場を活性化し、安全な取引環境
の整備を図ることを目的とした改正宅地建物取引業法がすでに施行されております。本年４月から
は、宅地建物取引業者が既存住宅の取引を行う場合には、一定の講習を受講した建築士による建物状
況調査、通称「インスペクション」を行うべきこととされております。このようなことによって、建
築士事務所の果たす社会的役割は、ますます重要になっていくものと存じます。
さきほど触れました、地震による建築物の倒壊などの被害から県民の皆様を守る広島県の取組につ
きましては、昨年２月に、県及び県内の特定行政庁において、民間の物件を含む大規模建築物の耐震
診断結果を公表しております。広島県では、今後とも民間建築物を含めて更なる耐震化に取り組んで
参りたいと考えており、そのためには、建築士事務所の皆様の御協力が不可欠でございます。今後
も、引き続き御理解と御協力を賜りますようお願いします。
若手の建築設計者の育成に関しましては、皆様のおかげをもちまして、広島県が若手の建築設計者
の育成を目的に５年前から実施しております建築学生チャレンジコンペが、このたび日本建築学会教
育賞を受賞いたしました。
引き続き、協会の皆様と我々行政が一体となり、未来を担う学生を支援してまいりたいと思います
ので御指導・御協力をどうかよろしくお願いします。
なお、今年度のコンペをご支援いただける協賛企業の皆様を現在県のＨＰで募集をしております。
こちらの方も合わせてご検討いただければ幸いでございます。
最後になりましたが、一般社団法人広島県建築士事務所協会の今後ますますの御発展と会員の皆様
の御健勝、御活躍を祈念いたしまして、お祝いの御挨拶とさせていただきます。
本日は、誠におめでとうございます。
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平成30年度定時総会後の懇親会

開会あいさつ

（一社）広島県建築士事務所協会
会　長　　衣笠　准一

私は、先ほど終了しました総会において新たに会長に選任いただきました衣笠でございます。開会
にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。
本日は、ご多用の中、政界、行政関係、建築関係団体など来賓の方々にご臨席を賜り、ここに平成
30年度定時総会の懇親会を開催できますこと、心からお礼申しあげます。
また、ご来賓の方々、会員の皆様におかれましては、平素より当事務所協会の運営、事業の推進に
あたり、特に、昨年は法人設立40周年記念事業の実施にあたってご指導、ご支援を賜りましたこと、
この場を借りまして重ねてお礼申しあげます。　
会員の皆様方におかれましては、先程まで総会において、慎重なご審議をいただき大変ありがとう
ございました。平成30年度の定時総会が、会員の皆様のご協力のもと無事終了しましたことをここに
ご報告申し上げます。
さて、先ほどお礼を申し上げました40周年記念事業でありますが、実施するにあたって私たちは
テーマを掲げました。
「次世代の人、まちづくり」であります。
このテーマは、「未来へと希望あふれる次世代のひとがまちをつくり、そのまちでみんながこれから
の建築士事務所のあり方、ものづくりのあり方を考えていこうというメッセージ」であります。同時
に、建築設計業界の厳しい将来展望のなかで、協会に対する期待や叱咤激励の気持ちが込められてい
る言葉であると感じています。
改めまして、このような時期に会長を務めることの責任の重大さを痛感しているところであります。
誠に微力ではありますが、皆様のご指導やご協力をいただきながら、小西前会長が進めてこられた
「会員の皆様が魅力を感じられる協会」を踏襲するなかで、一歩でも「次世代の人、まちづくり」の
実現に近づけるよう尽力して参りたいと考えていますので、どうかよろしくお願いします。
本日は、粗酒粗宴ではございますが、飲み物は十分に準備してございます。今宵ひと時を意義ある
歓談の場にしていただければ幸いでございます。
ご臨席の皆様方の、今後益々のご活躍とご健勝を祈念いたしまして開会の挨拶とさせていただきま
す。本日は大変ありがとうございます。
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平成30年度定時総会・付随行事・懇親会が5月29日（火）に広島市中区のリーガロイヤルホテル広島
で開催されました。
当日は県内各地から正会員が集い、和やかな中にも凛とした雰囲気のもと、15時に岡田総務渉外副
委員長の司会により定時総会が始まりました。
国歌斉唱に続き定款に定められている定足数の確認が行われ、総会の成立が報告されました。
総会に先立ち、永眠されました正会員の故�加納明男氏、故�高田典雪氏に対する黙祷が行われました。
村田理事の建築士事務所憲章の朗読、小西会長の挨拶に引き続き、来賓の広島県土木建築局建築技
術部長　宮﨑昌二様から祝辞をいただきました。その後、慣例により小西会長を議長に選出し議案審
議が進められ、第1号議案（平成29年度事業報告）、第2号議案（平成29年度決算）は原案どおり承認さ
れました。平成30年度事業計画、予算については報告が行われました。第3号議案（平成30・31年度
役員選任）については、新役員が承認されたあと、一時総会を休憩し理事会が開催され、顧問、相談
役、三役の就任が承諾され、再開された総会の席で発表されました。そして車田副会長の閉会挨拶で
総会は滞りなく終了いたしました。
引き続き行われた付随行事で、退任役員表彰は、別掲6名の方々が表彰され、㈱小西建築設計事務所
の小西郁吉氏より代表謝辞がありました。次に永年勤続優秀職員表彰は、別掲5名の方々が表彰され、
㈱村田相互設計の和田靖弘氏より代表謝辞がありました。
17時30分から始まった懇親会では衣笠准一新会長の挨拶に引き続き、来賓を代表して当協会顧問で
ある岸田文雄衆議院議員（代読　岸田裕子令夫人）、山木靖雄広島県議会議長、高山博州広島県議会議
員から順次祝辞をいただきました。
そして広島県建築士会の元廣清志会長による乾杯のご発声で歓談に入りました。
参加された皆様もご満足いただけたようです。豊田隆雄副会長の閉会の挨拶をもって盛況のうちに
懇親会は終了いたしました。ここに関係各位のご協力に感謝いたしまして報告といたします。

委員会報告

総務渉外委員会

平成３０年度定時総会・付随行事・懇親会を終えて

定時総会の様子 懇親会場での新三役の紹介
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衣笠会長による挨拶

山木靖雄広島県議会議長による来賓ご挨拶

元廣清志建築士会会長による乾杯の御発声

岸田文雄衆議院議員（裕子令夫人代読）による来賓ご挨拶

高山博州広島県議会議員による来賓ご挨拶

豊田隆雄副会長による閉会のご挨拶

【定時総会後の懇親会の様子】
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顧　　問

岸
きし

田
だ

文
ふみ

雄
お

衆議院議員

山
やま

木
き

靖
やす

雄
お

広島県議会議長

高
たか

山
やま

博
ひろ

州
くに

広島県議会議員

小
こ

林
ばやし

秀
ひで

矩
のり

広島県議会議員

元
もと

廣
ひろ

清
せい

志
し

（公社）広島県建築士会　会長

松
まつ

本
もと

峯
みね

春
はる

松本峯春事務所

相�談�役

杉
すぎ

田
た

輝
てる

征
ゆき

元協会会長

新
にっ

田
た

茂
しげ

喜
き

元協会副会長

髙
たか

田
た

輝
てる

雄
お

元協会副会長

宮
みや

本
もと

樹
き

代
よ

久
ひさ

前協会副会長

桺
やなぎ

　 謙
けん

二
じ

前協会専務理事

平成３０・３1年度顧問・相談役
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役職名 氏　　　名 事　　　　務　　　　所　　　　名 備　考

会　　 長 衣
きぬ

笠
がさ

　准
じゅん

一
いち

㈱近代設計コンサルタント （新任）

名誉会長理事 小
こ

西
にし

　郁
いく

吉
きち

㈱小西建築設計事務所 尾三
（新任）

副 会 長 車
くるまだ

田　　聡
あきら

㈱車田建築設計事務所

副 会 長 豊
とよ

田
た

　隆
たか

雄
お

㈱Ｋ構造研究所 （新任）

副 会 長 高
たか

橋
はし

　啓
けい

之
し

㈲高橋啓之設計事務所 福　山
（新任）

副 会 長 安
あん

藤
どう

　俊
とし

彦
ひこ

鹿島建設㈱中国支店一級建築士事務所 兼　業
（新任）

専務理事 河
かわ

原
はら

　直
なお

己
き
（一社）広島県建築士事務所協会

理　　� 事 福
ふく

山
やま

　雅
まさ

也
や

アクア建築設計㈱

〃 久
く

保
ぼ

井
い

邦
くに

宏
ひろ

㈱アトリエドリーム

〃 長
は

谷
せ

川
がわ

　恒
ひさし

㈱ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所中国支店

〃 大
おお

旗
はた

　　祥
しょう

大旗連合建築設計㈱

〃 岡
おか

田
だ

　文
ふみ

夫
お

岡田建築設計事務所 芸　南

〃 岡
おか

本
もと

　　弘
ひろし

㈱カナイ建築構造事務所

〃 村
むら

上
かみ

　克
かつ

広
ひろ

㈲建築設計事務所第一工房 尾　三
（新任）

〃 俵
たわら

　　　透
とおる

山陽工業㈱一級建築士事務所 兼　業

〃 髙
たか

西
にし

　群
ぐん

三
ぞう

㈱祥構造建築事務所

〃 加
か

納
のう

　秀
しゅう

一
いち

大成建設㈱中国支店一級建築士事務所 兼　業
（新任）

〃 立
たて

石
いし

　光
みつ

紀
のり

㈲立石建築設計

〃 藤
ふじ

本
もと

　誠
せい

二
じ

中電技術コンサルタント㈱

〃 戸
と

梶
かじ

　好
よし

喜
き

㈲ティーズ設計事務所 福　山
（新任）

〃 高
たか

橋
はし

　幸
さち

子
こ

ｎｅｓｔ （新任）

〃 村
むら

田
た

　正
まさ

道
みち

㈱村田相互設計

〃 倉
くら

田
た

　洋
よう

二
じ

㈲山谷建築設計事務所 備　北

監　　� 事 二
に

國
こく

　則
のり

昭
あき

広島みらい法律事務所　　　

〃 長
はせ

谷
が

川
わ

善
よし

己
き

さくら建築設計㈱　　　

平成３０・３1年度役員名簿
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平成３０年度退任役員　
役職名 氏　　名 事　務　所　名

会　長 小
こ

西
にし

　郁
いく

吉
きち

株式会社小西建築設計事務所

副会長 宮
みや

本
もと

樹
き

代
よ

久
ひさ

株式会社宮本都市アークズ

副会長 井
い

川
かわ

　博
ひろ

英
ひで

清水建設株式会社広島支店一級建築士事務所

理　事 山
やま

根
ね

　見
み

德
とく

株式会社シーズ一級建築士事務所

理　事 藤
ふじ

井
い

　　修
おさむ

原設計株式会社

理　事 門
もん

谷
たに

　和
かず

雄
お

株式会社竹中工務店広島一級建築士事務所

　代表謝辞　　小西前会長

平成３０年度永年勤続優秀職員表彰者
氏　　　名 事　務　所　名

和
わ

田
だ

　靖
やす

弘
ひろ

株式会社村田相互設計

佐
さ

藤
とう

　　裕
ゆたか

株式会社フジ総合企画設計

中
なか

下
した

　一
かず

成
よし

株式会社竹中工務店広島一級建築士事務所

松
まつ

浦
うら

　　功
こう

株式会社村田相互設計　（欠席）

森
もり

川
かわ

　湖
こ

都
と

株式会社佐藤工務店建築設計事務所　（欠席）

　代表謝辞　　和田靖弘氏
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衣笠会長から表彰される小西名誉会長理事

感謝状贈呈を受けた退任役員の皆様

永年勤続優秀職員の皆様
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穴吹デザイン専門学校様で行われた卒業生による制作講評会を取材しましたので、ご紹介させてい

ただきます。講評会に先立ち、午前中は基調講演がありました。

講師は東京を起点に活躍されているデザイナー

名
な ご や

児耶秀
ひでよし

美さんとSUPPOSE　DESIGN　OFFICE

の谷尻誠さんでした。名児耶さんはデザインを活

用することで新しいライフスタイルを提案する会

社h�concept（アッシュコンセプト）の代表で、

様々な業種の様々な人とコラボして、プロダクト

を生み続けていらっしゃいます。会社のコンセプ

トは「すべてのモノは、デザインが繋いでいる。

デザイナーのメッセージを世界に届けるブランド。」で、優れたデザインを、マーケティング、プロダ

クション、色・材質、パッケージなど、考えられる全ての部分で磨きをかけ作り上げることを得意と

されています。「デザイナーは農耕民族、広告代理店は狩猟民族」など、ユーモアを交えたお話で会場

は常に笑いに包まれていました。名児耶さんは終始楽しそうにまた熱く語られ、好奇心いっぱいの少

年の心を持ち続け、ワクワク感、ウキウキ感がこちらまでビンビン伝わってくるそのパワーに圧倒さ

れっぱなしでした。

谷尻さんの講演は新プロジェクトの紹介で　音

とファッションを結び付けたHotel　KOEの話、今

は「食」を大切にしていること、食の質によって

人間の細胞も変化することがわかったので細胞を

デザインしている、スタッフと食べるランチの食

材にこだわっていることなど、建築から派生した

谷尻さん独自の発想、創造力は無限の境地に達し

ていると思いました。学生を前に、「よりお金を使

うと、リテラシーが高くなるよ。」「悩むことはその場で立ち止まること、とにかく行動！　Want（や

りたい）ではなく、have�to（やっちゃった）を勧める。」など、学生の「やる気」に火をつける話に、

皆さん真剣な面持ちで聞き入っていました。その後のフリートークで、名児耶さんは真面目より「や

んちゃのススメ」を、谷尻さんは世の中はすべてデザインでできている。ナンパもデザイン、日常会

話もデザインなので、常に問いかけながら意識して生きてみてはどうかとの示唆をいただきました。

穴吹デザイン専門学校「卒業制作講評会」を取材して

情報・編集委員会青年部会
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午後からの講評会は、卒業生の方々が各学科で２年間学んだことを集大成としての発表がありまし

た。審査員は前述の名児耶秀美さんと谷尻誠さんで、学生の作品を講評、具体的なアドバイスがあり

ました。

昨年に続き今回は２回目の取材となりました。学生の皆さんの作品に対する柔軟な発想、建築やデ

ザインに対する情熱には感心させられました。

講評会に向けて緊張の面持ちの学生の方々にインタビューを行いました。

・萬野巧さんへのインタビュー
Q1：どういう作品なのでしょうか。

A1：�私の地元は岩国の錦帯橋付近です。観光

客は多いのですが、錦帯橋を渡っただけ

で帰ってしまう現状を憂いていました。

錦帯橋を渡った対岸に、お気に入りの場

所があり、そこも皆さんに知ってほしい

という思いがありました。

Q2：今回はどんな作品に仕上がったのですか。

A2：�私は、景観・伝統・自然に恵まれたこの町が大好きです。それを、多くの方に知ってほしく、

町にオブジェのような休憩所を作って、町全体を美術館のようにして、楽しめることを考えま

した。

Q3：写真がきれいですね。

A3：�ＣＧパースを使って作りました。他の案でも、町中に橋を作ってどこにでもいけるような作品

にしてみようかとも思ったのですが、今回はあきらめました。

・小國裕磨さんへインタビュー
Q1：どんな作品なのでしょうか。

A1：�「走ることを楽しむ。」ことに特化したモ

ビリティ（乗り物）です。

Q2：具体的にはどんなものでしょうか。

A2：�ぼくは車が大好きです。好きすぎて作品

が炎上してしまいました。自分のコンセ

プトに忠実に、多くの人に魅力を感じて

もらえるモビリティができればと思いま

した。自分が好きなことには、とにかく極めたいので、本当にいろんなことを考えて作品を作

りました。（熱く語っていただきました）

Q3：今後は、どんなことをしたいですか。

A3：�いずれは車のデザイン業界に携わりたいです。すぐには厳しいので、今後は、勉強を積むため

に、どの道に行こうか考えています。
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・今川祐希さんへのインタビュー
Q1：どういう作品なのでしょうか。
A1：�基本生活を送る住居と社会経済に参加す

る職場や学校の中間にある自由な場所
「サードプレイス」です。

Q2：今回はどんな作品に仕上がったのですか。
A2：�まだ完成形まで至っていないのですが、

今までの経験をもとに試行錯誤して作り
ました。市内の商店街に、サードプレイ
スを作って、誰もがそこに入れて、自分
らしくいられる場所を作りたいと思いました。今日はいろんな示唆を頂いたので、これからも
考えながら修正していきたいです。

Q3：今後はどのような活動を考えていますか。
A3：まずは早く作品を完成させて、３月にある８大学卒業制作展に向けて、がんばりたいです。

続いて審査が始まりました。

【審査の様子】
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なお審査結果は次のとおりでした。受賞者の皆様、誠におめでとうございました。
　　　最優秀賞　　　　商品企画デザイン学科　　小國�裕磨さん
　　　優秀賞　　　　　インテリアデザイン学科　萬野�巧さん
　　　審査員特別賞　　インテリアデザイン学科　今川�祐希さん
　　　審査員特別賞　　商品企画デザイン学科　　福藤�由樹さん

この度は、ゲストの名児耶さん、谷尻さんをはじめ、取材をコーディネートいただきました西尾先
生、穴吹デザイン専門学校の皆様、ご多忙の中、取材へのご協力をいただき誠にありがとうございま
した。厚く御礼を申し上げます。
� 取材　畑稔大、熊野弘伸、大木一郎

【来年の卒業制作に向けてゲストにアドバイスを求める熱心な学生の皆さん】

【集合写真】
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５月17日に広島市中区大手町のおりづるタワー
において「建築士事務所の働き方改革セミナー」
を開催しました。当日は30名の受講者がありまし
た。
当協会賛助会員のコクヨマーケティング㈱様の
ご協力の下で、社員がイキイキと活躍する「働き
方」と「オフィスの在り方」について理解を深め
るセミナーとそのあと、コクヨライブオフィスに
場所を移し、見学会を行いました。
おりづるタワー２階の会議室「学」で行われた
セミナーでは、コクヨマーケティング㈱空間ソ
リューション本部の塩塚勝則本部長が講師を務
め、「働き方改革」が建築士事務所でも重要課題と
したうえで、今なぜ働き方改革なのか、働き方改
革とワークプレイス、働き方改革を実現するため
には、働き方改革実践企業の事例を挙げながら、
実践するために欠かせない働く環境とはどうある
べきかのポイントや効果を解説した後、おりづる
タワー７階のコクヨライブオフィスに移動し、社
内会議から個人ワークまで目的に応じて場を変化
させて活用するスペースなど、大きく３つに分か
れたゾーンを見て回り、また身体の動きに合わせ
360度グライディングすることで好評なingチェアの
体験会も行いました。
コクヨマーケティング様、この度はご多用の
折、セミナーを開催いただき、またライブオフィ
スを見学させていただき、誠にありがとうござい
ました。

� （協力：コクヨマーケティング㈱、中建日報）

建築士事務所の働き方改革セミナーを終えて
技術委員会

セミナーの様子

オフィスの運用を真剣に聞き入る様子

様々な用途がある開放的なテラス

壁のないオープンな空間とエントランス
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５月31日（木）に第８回カープ応援交流会を開催しました。今年はマツダスタジアム・ライトスタ
ンド下のアサヒスーパードライスポーツバーを確保し、40名の会員の皆さんとスタンド席とはまた違っ
た雰囲気の中でカープの勝利を願っての観戦となりました。
試合は昨年に引き続きセ・パ交流戦で、今シーズン好調な西武ライオンズとの一戦でした。目線は
グラウンドと同じ高さ、普段は見ることのできない角度からの観戦で、ライト方向への長打が出れば
とても盛り上がること間違いなし！だったのですが、望んでいた展開とはならず、結果は７対12で敗
戦。残念ながら第6回・第７回に続いて３年連続の勝利とはなりませんでした。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございまし
た。試合は残念な結果となってしまいましたが、会
員の皆様の新たな出会いの一助となるよう今後も
カープ応援交流会を続けていきたいと思います。

第８回カープ応援交流会を終えて
会員交流委員会
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正会員の皆様 

                        （一社）広島県建築士事務所協会 

                            技術委員会 

 

 
 この度、賛助会員のクマリフト㈱様のご厚意により、企業見学会と太陽の塔の内部見学を

企画させていただきました。見学会の内容はクマリフト様のＲ＆Ｄセンターとテクニカルセ

ンターを訪ね、荷物用・人荷用エレベーターや小荷物専用昇降機の設計上のポイント、建築

基準法に合致する階段昇降機設置の諸条件、小荷物専用昇降機の確認申請に関する法改正な

どについて、学べる内容になっております。なお、見学会に先立ち、申し込み多数で、めっ

たに入場できない『太陽の塔の内部見学』を実施いたします。この機会にふるってご参加く

ださい。乗車場所に関しては、広島市内（県庁北側）からと福山ＳＡからとなります。 

  

 

クマリフト㈱ 企業見学ツアー 実施案内 
 

 

 

○目的 ： 製品に関わる設計のポイント説明及び関係法令の勉強会 
 

○実施場所 ： 大阪府茨木市彩都あさぎ 7-2-6 
クマリフト株式会社 Ｒ＆Ｄセンター及びテクニカルセンター 

 

○実施日時  ： 平成３０ 年９ 月 ７ 日（金） 

 

〇ご紹介機種 ・小荷物専用昇降機（ダムウェーター） 

・階段昇降機 

・荷物用・人荷用エレベーター 

 

〇勉強会の内容 ・荷物用・人荷用エレベーター、小荷物専用昇降機の設計上のポイント 

・建築基準法に合致する階段昇降機設置の諸条件 

・小荷物専用昇降機定義 

・小荷物専用昇降機の入り口扉の防火区画対応 

・小荷物専用昇降機の確認申請に関する法改正 
 

 ○ＣＰＤ    ２単位申請中 

 

○ツアールート  乗車下車は広島市内（県庁北側）と福山市内（福山ＳＡ）の２か所 

 

往路 広島県庁北側7:30 →山陽道→ 福山ＳＡ（東部地区の方乗車） 

8:40 →  山陽道 → 神戸ＪＣＴ → 宝塚北ＳＡ（昼食）→ 箕面 

とどろみ IC → 万博記念公園13:20、太陽の塔 → クマリフト 

15:00 → 復路 → 福山ＳＡ19:40  → 広島県庁北側21:00 
 

○見学コース： ・クマリフト株式会社 R＆D センター及びテクニカルセンター 
 

・万博記念公園内 太陽の塔内部見学 
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○参加費  ： 無料  

なお、万博公園入場料２００円、太陽の塔入場料５６０円は各自負担と

なります。ご了承ください。 
 

○募集人数 ： ４０名（広島市内乗車と福山市内乗車の合計）  

 

○締  切 ：  ８月１７日（金）  ※定員に達し次第締め切ります。 

 

 ○申込方法 ：  申込用紙でFAXにて 

 
 

クマリフト㈱Ｒ＆Ｄセンター        万博記念公園内 太陽の塔 

                       （太陽の塔 内部見学） 

 

 

 

【申込用紙】 
 

（FAX  ０８２－２２１－８４００） 平成３０ 年 月 日 

（一社）広島県建築士事務所協会 技術委員会 宛 
 

       《 クマリフト㈱ R&Dセンター見学会参加申込書 》 
 

事務所名 

 
・事務所協会  ・設備事務所協会  ・その他 

氏 名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 建 築 C P D 情報提供制度 Ｎｏ． 

(    ) 
 

No. 

(  ) No. 

事務所所在地  〒                      バス乗車場所   ・広島   ・福山 

                                                                           

TEL                                            

FAX                            E-mail（必ず）                           

 

※２名以上希望される正会員の方は事務局までお問い合わせください。 

  TEL ０８２-２２１－０６００   担当:事務局 大木 
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一般料金1,200円のところ
団体割引料金（1,000円）で鑑賞できます。
1階窓口で通知して下さい。
●会員名／（一社）広島県建築士事務所協会
●会員番号／110091
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法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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剣道との出会い
私が剣道を始めたのは、小学校入学前のことである。そのころの私は、身体が弱く医師から運動を
勧められた両親が、親戚の紹介で私を道場に入門させたのが剣道を始めたきっかけである。当時素直
な私は、両親の言われるがままに道場に入門したが、実はイヤでイヤで仕方なかった。その後、小学
校から大学まで道場や部活動に所属して剣道を続けてきたが、社会人になってからは、年に1回試合
に出る程度で、ほとんど稽古らしいことはしていなかった。私の息子が小学校へ入学してしばらくし
たころ、剣道をやりたいと言い出したのをきっかけに私も剣道を再開することにした。大学時代に四
段を取得して以来10年以上昇段することに興味もなく、稽古もほとんどやっていなかった私だが、子
供が剣道をはじめたのをきっかけにハマってしまった。

師弟同行
毎週末のように息子や娘と一緒に道場に通い、稽古をした。様々な方との「出会い」や「縁」に
よってボランティアで少年剣道の指導のお手伝いにも携わっている。「師弟同行」師匠と弟子は同じ修
行や行いをして一緒に歩むことが大切であるということである。地域の少年剣士たちと向き合い、時

株式会社竹中工務店
広島一級建築士事務所

� 西山　満規
出　身：岡山県倉敷市
趣　味：剣道

第86回

私と剣道

「平成24年 全日本少年少女武道（剣道）錬成大会」
（日本武道館）

親子で試合に臨み優勝旗（優秀賞）を勝ち取ることが出
来た。

「平成28年 第34回全国道場対抗剣道大会」
（広島サンプラザ）

小・中学生から大人までの5人の団体戦（私は大将）。
全国80チームが参加する大会で準優勝。
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には厳しく時には楽しく共に汗を流し稽古に励む。試合で勝利した時の喜びと負けた時の悔しさを共
有し、さらに次の目標を目指し稽古をする。子供たちの一生懸命取り組む姿を見ると、勇気と力を与
えられる。日々の業務にも通ずることで、上司と部下・先輩と後輩は同じ方向を向き様々な課題や問
題の解決に取り組むことが大切であると実感している。

交剣知愛
「交剣知愛」剣を交えることで、様々な方々と知り合い豊かな人生を歩むことである。現在の剣道
は、全日本剣道連盟の規定により、称号と段位を定め審査が実施されている。以前は十段位もあった
が、今では八段範士を最高位と位置づけられている。ちなみに初段を取得して1年の修業で二段、二
段を取得して２年の修業で三段、三段を取得して３年で四段、四段を取得して４年で五段、五段を取
得して５年で六段、六段を取得して6年で七段、七段を取得して10年かつ46歳以上にして八段を受審
することができる。強いだけで昇段できる訳ではなく、品位と風格を求められる。私は、修行年限を
経過し2017年春に、京都で七段に昇段することができた。様々な方と出会い剣を交え、ご指導頂いた
おかげだと思っている。この「縁」を大切にすることで公私ともに充実させていきたい。最高位の八
段審査の受審資格を得るまで10年の修行が必要となる。八段の合格率は、約1％の超難関である。規
定の修行年限を積み、ぜひこの超難関にチャレンジしたい。

残心
日本の剣道や柔道、茶道などには「残心」という言葉がある。剣道でいう残心とは、相手を打突し
た後も気持ちをゆるめることなく、その後の変化に直ちに応じられる気構えと身構えのことである。
また、剣道は、ひとりではできない、相手がいてはじめて成立する。「打って反省、打たれて感謝」自
分が相手を打つことができたらそれが正しい打ちだったのかを反省し、打たれたら自分の隙や弱点を
打ってくれてありがとうと感謝することが大切であるということだ。なぜ勝って反省して、負けたら
相手に感謝するのかと思うが、相手に対して敬意を払うことの重要性と勝っても負けても悔いの残ら
ない試合をして、相手に感謝することを説いている。最後まで気を抜かず、何事にも誠意をもって取
り組む姿勢と感謝の気持ちが日々の生活においても重要であると信じている。

「第16回世界剣道選手権大会」
18年ぶりに日本で開催された世界大会カウント
ダウンイベントの最初の1枚に、道場の子供た
ちと撮った日本武道館での記念写真が選ばれた。

「建設業剣道大会」（東京）
会社の剣道部で毎年参加している大会。
10代から60代までの幅広い年齢層の同業剣士と団体戦で戦った。
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「私のお気に入り」は、協会ホームページ内（https://h-aaa.jp）の「京口門日記」に
カラー版を掲載しております。



「平成30年1月 広島県剣道連盟新年初稽古会 公開演武」
日本剣道形を演武。貴重な経験をさせて頂いたことに感謝。

「全日本剣道演武大会（京都大会）」（京都旧武徳殿）
毎年5月連休に京都旧武徳殿で開催される剣道の全国大会。

伝統と格式のある大会であり、剣道愛好家にとっては、憧れの大会の一つである。
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会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。
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（正会員）
　1．代表者変更
　　○積水ハウス㈱福山一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　仲井　嘉浩� � � 　旧：代表取締役　阿部　俊則
　　　
　　○㈱東畑建築事務所広島支所
　　　新：代表取締役　米井　寛� � � 　旧：代表取締役　香西　喜八郎

　1．事務所所在地変更
　　○戸田建設㈱広島支店一級建築士事務所
　　　新：〒730-0044　広島市中区宝町1－20� 　旧：〒730-0026　広島市中区田中町５－９

　　○新設計コンサルタンツ㈱
　　　新：〒720-0818　福山市西桜町1－1－４　若月マンション714号
　　　旧：〒720-0083　福山市大黒町1－７
　
　　○㈱スマイクホーム二級建築士事務所
　　　新：〒733-0013　広島市西区横川新町４－25
　　　旧：〒731-0137　広島市安佐南区山本1－５－７

春の褒章において、岡田文夫理事（岡田建築設計事務所）が、長年の調停委員としての活動により
藍綬褒章を受章されました。
誠におめでとうございます。益々の御活躍を祈念申し上げます。

岡田理事　藍綬褒章受章

≪伝達式会場にて≫
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編　集　後　記

気付けば早いもので、今年もすでに半分以上が過ぎてしまいました。

プロ野球も交流戦が終了。我らがカープも快進撃で三連覇も見えてきました。

か？

梅雨明けもそろそろ。七夕、海の日、夏休み、花火大会と夏夏イベント目白押しで夏本番に向け子

供たちはウキウキです。

が、

最近の夏は猛暑が続きます。

脱水症や熱中症にならないよう注意が必要です。

体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇するこの時期は特に危険です。

喉がかわいていないから…と水分を取らない方も多いようですが、この時期はこまめに水分摂取し

ましょう。室内にいても熱中症になる場合もありますので、暑さを我慢せず快適に過ごせるよう工夫

して、この夏を元気に乗り越えていきましょう！！

� 中崎　隆之　 　　
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